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コロナ禍における地域経済の活性化と米価暴落対策を

求める意見書 

 

日本農業をめぐっては、ＴＰＰ１１や日米貿易協定など大型貿易

協定が相次いで発効される中、通常国会においてもＲＣＥＰの承認

案を提出し、早期可決を目指しています。特に、ＲＣＥＰの加盟国

には脅威となる中国と韓国も含まれ、さらに、米国との追加交渉が

今後懸念されるなど、農畜産物の一層の市場開放を求めてくる可能

性が高く、重要品目を抱える本道農業への甚大な影響が危惧されて

います。 

新型コロナウイルス感染症においては、感染拡大による各種イベ

ント事業の中止や飲食業の利用者の大幅減、インバウンド需要の落

ち込みなどにより、地域経済への打撃が深刻化しています。また、

農業においても、米や牛肉・乳製品、小麦、小豆、砂糖などの需要

が大幅に減少し、需要喚起と価格の回復対策が急務となっています。 

なかでも、米においては、家庭需要の伸びなどで、道内食率が前

年度の８６パーセントから８８パーセントに向上しているものの、

コロナ禍による中食・外食産業の大幅な消費減少に加え、主産地の

豊作により滞留在庫が深刻化し、価格が下落傾向にあるため、今年

産の作柄次第では米価暴落の恐れがあります。 

一方で、同時にミニマムアクセス米が毎年７７万トン輸入され、

４０万トンから６０万トンが飼料用に販売され、国産飼料米需要を

奪っています。国は、在庫が増えたバター、脱脂粉乳の輸入量を大

幅削減し、バター、脱脂粉乳の過剰在庫対策を取っています。バタ

ー、脱脂粉乳同様に、ミニマムアクセス米の輸入量を減らし、在庫

対策を取ることが財政負担も少なく、最も有効な対策といえます。 

コロナ禍の収束が見えない状況下において、第１次産業を主とし

ている北海道にとって、今後も農畜産物への影響が続くと関連企業

の縮小・倒産など、地域経済にも大きな損失を与えかねず、かつて

経験した事のない危機的事態の中で、農業者の経営と地域経済を守



るためには、従来の政策的枠組みにとらわれない対策が必要です。 

このため、農業者が本年度以降も安心して営農を継続できるよう、

新型コロナウイルス対策の強化や米価暴落を防ぐ緊急対策を図ると

ともに、地方自治体への対策関連予算を十分に確保し、適時対応い

ただきますよう要望します。 

 

記 

 

１ 新型コロナウイルス感染拡大の収束が見えない中、一層のイン

バウンド需要や観光事業の低迷、飲食業の利用客の落ち込みなど

で、地域経済への影響が今後も懸念され、地域社会全体への影響

は必至なことから、経済を活性化する対策の強化とともに、地方

自治体への対策関連予算を十分に確保し、適時対応を図ること。 

２ コロナ禍による中食・外食需要の減退で農畜産物等の消費が大

きく落ち込み、在庫の積み増しが深刻化している。特に、米の需

要減少分を子ども食堂等への支援、ＯＤＡを活用した援助、政府

備蓄米の追加買上げなどの緊急対策を講じ、米価暴落を防ぐとと

もに、農畜産物需要の喚起を図るとともに、ミニマムアクセス米

の輸入量を大幅に削減し、在庫対策を図ること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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